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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】抽出可能な製品を使用して、摂取に適する所定
量の飲料を作るためのシステムを提供する。
【解決手段】カプセル２は、外周壁と、底１２と、蓋１
６と、入口領域と、閉じられている出口領域とを備え、
該外周壁、該底及び該蓋は、抽出可能な製品を容れる内
部空間を取り囲み、システムは、該抽出可能な製品に流
体を供給して飲料を作るために、流体供給デバイスを入
口領域と流体連絡させるように配置されており、該シス
テムは、作られた飲料をカプセルから排出するために、
使用中に出口装置が出口領域と流体連絡するようにさら
に配置されており、該カプセルは、作られた飲料をカプ
セルから排出するために、該閉じられている出口領域を
通る開口部を与えるように配置されている開口要素をさ
らに備えている、システム。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
抽出可能な製品を使用して、摂取に適する所定量の飲料を作るためのシステムにおいて、
該システムは、
　　交換可能なカプセルと、
　　ある量の流体、例えば水、を該交換可能なカプセルに供給するための流体供給デバイ
スと、該交換可能なカプセルを保持するための収容器と、飲料を容器例えばカップに供給
するための出口装置と、を備える器具と
を備え、　
　該カプセルは、外周壁と、底と、蓋と、入口領域と、閉じられている出口領域とを備え
、
　該外周壁、該底及び該蓋は、抽出可能な製品を容れる内部空間を取り囲み、
　該システムは、該抽出可能な製品に流体を供給して飲料を作るために、該流体供給デバ
イスを該入口領域と流体連絡させるように配置されており、
　該システムは、作られた飲料をカプセルから排出するために、使用中に該出口装置が該
出口領域と流体連絡するようにさらに配置されており、
　該カプセルは、作られた飲料をカプセルから排出するために、該閉じられている出口領
域を通る開口部を与えるように配置されている開口要素をさらに備えている、
上記システム。
【請求項２】
該出口領域が、該カプセルの蓋に備えられている、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
該入口領域が、該カプセルの底に備えられている、請求項１又は２に記載のシステム。
【請求項４】
該出口領域が、出口フィルターを備える、請求項１～３のいずれか１項に記載のシステム
。
【請求項５】
該開口要素が、出口フィルター及び／又は縁から独立して形成されている別の部品を形成
する、請求項１～４のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項６】
該開口要素が、出口フィルター及び／又は蓋と一体化されている、請求項１～５のいずれ
か１項に記載のシステム。
【請求項７】
該入口領域が、入口フィルターを備える、請求項１～６のいずれか１項に記載のシステム
。
【請求項８】
該開口要素が、カプセルに接続されたままで、該出口領域を通る開口部を与えるように、
該出口領域に対して相対的に少なくとも部分的に動かされるように配置されている、請求
項１～７のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項９】
該開口要素と該器具とが、該出口領域を通る開口部を与えるように、該器具が該開口要素
を動かすように配置されている、請求項１～８のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１０】
該流体を抽出可能な製品に供給して飲料を作るために、代替のカプセルの底に開口部を与
えるように、該代替のカプセルの底を貫通するための底貫通手段を該器具が備える、請求
項１～９のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１１】
該システムが、該底貫通手段により開口要素を動かすように配置されている、請求項１０
に記載のシステム。
【請求項１２】
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該システムが、該出口装置に対して相対的な該収容器の動きにより、該開口要素を動かす
ように配置されている、請求項８～１１のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１３】
出口領域を通る開口部を与えるために該開口要素が少なくとも部分的に変形されるように
配置されている、請求項１～１２のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１４】
該開口要素が、該出口領域を通る開口部を与えるために該流体供給デバイスからの流体に
より少なくとも部分的に溶解される及び／又は分解されるように配置されている、請求項
１～１３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１５】
該開口要素が、熱及び／又は流体により作動されるように配置されている、請求項１～１
４のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１６】
該開口要素が、流体をカプセルに供給するために該入口領域を通る開口部を与えるように
配置されている、請求項１～１５のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１７】
該開口要素が、第一の及び第二の開口要素を備え、該第一の開口要素は、作られた飲料を
カプセルから排出するために出口領域を通る開口部を与えるように配置されており、該第
二の開口要素は、カプセルに流体を供給するために入口領域を通る開口部を与えるように
配置されている、請求項１～１６のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１８】
該カプセルが、外周壁の端からカプセルの外側に向かって突出している実質的に堅い縁を
備える、請求項１～１７のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１９】
使用中に該収容器に対して相対的な外周壁の変形が妨げられるように、外周壁が実質的に
堅い、請求項１～１８のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項２０】
　　該収容器が、代替のカプセルの底に少なくとも１の入口の開口部を作り、該少なくと
も１の入口の開口部を通して抽出可能な製品に流体を供給するために、該代替のカプセル
の底を貫通することを意図された底貫通手段を備え、かつ
　　該システムのカプセルの底は、使用中に該底貫通手段から離れて位置づけられて、該
底は該底貫通手段により貫通されずに無傷のままである、
請求項１～１９のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項２１】
　　該収容器は、該出口領域が、該代替のカプセル中の流体及び／又は飲料の圧力の影響
下で蓋貫通手段に対して十分に押しつけられてたとき、飲料を該代替のカプセルからそこ
を通って排出することができるところの少なくとも１の出口開口部を作るために、該代替
のカプセルの出口領域を貫通することを意図された蓋貫通手段を備え、かつ
　　該蓋貫通手段及び該システムの該カプセルは、使用中に該蓋が該蓋貫通手段により貫
通されずに無傷のままであるように、互いに適合されている、
請求項１～２０のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項２２】
流体供給デバイスが、約４～２０バール、好ましくは５～１８バール、より好ましくは６
～１５バールの圧力下で、該交換可能なカプセルに流体を供給するように配置されている
、請求項１８～２０のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項２３】
請求項１～２２のいずれか１項に記載のシステムのカプセル。
【請求項２４】
請求項１～２２のいずれか１項に記載のシステムのカプセルを使用する方法。
【請求項２５】
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抽出可能な製品を使用して、摂取に適する所定量の飲料を作るための方法において、該方
法は、
　　外周壁と、底と、蓋と、入口領域と、閉じられた出口領域と、を備える交換可能なカ
プセル、ここで、該外周壁、該底及び該蓋は、抽出可能な製品を備えられた内部空間を取
り囲んでいる、と
　　該交換可能なカプセルを保持するための収容器と、ある量の流体、例えば水、を該交
換可能なカプセルに供給するための流体供給デバイスと、作られた飲料をカプセルから排
出して、飲料を容器例えばカップに供給するために、使用中に該カプセルと流体連絡する
出口装置と、を備える器具と
を用意し、
　　該器具は、抽出可能な製品に流体を供給して飲料を作るために、該流体供給デバイス
を該カプセルの該入口領域と流体連絡させるように配置されており　
　該カプセルは、作られた飲料をカプセルから排出するために、該出口領域を通る開口部
を与えるように配置されている開口要素を備え、
　　該出口領域は閉じられており、
　　該開口要素は、該出口開口部を通して開口部が作られるように作動され、
　　流体及び／又は飲料がカプセルから、該出口領域を通って出口装置に排出される、
上記方法。　　
 
【発明の詳細な説明】
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００１】
本発明は、抽出可能な製品を使用して、摂取に適する所定量の飲料を作るためのシステム
に関する。該システムは交換可能なカプセルを備える。該システムは、ある量の流体、例
えば水、を該交換可能なカプセルに供給するための流体供給デバイスと、該交換可能なカ
プセルを保持するための収容器と、飲料を容器例えばカップに供給するための出口装置と
を備える器具を備える。該カプセルは、外周壁と、底と、蓋と、入口領域と、閉じられた
出口領域とを備える。該外周壁、底及び蓋は、抽出可能な製品を容れる内部空間を取り囲
む。該システムは、抽出可能な製品に流体を供給して飲料を作るために、該流体供給デバ
イスを該入口領域と流体連絡するように配置されている。該システムは、作られた飲料を
カプセルから排出するために、該出口装置が使用中に該出口領域と流体連絡するようにさ
らに配置されている。
【０００２】
本発明は、抽出可能な製品を使用して、摂取に適する所定量の飲料を作るための方法にさ
らに関する。該方法は、外周壁と、底と、蓋と、入口領域と、閉じられた出口領域とを備
える交換可能なカプセルを用意し、該壁、底及び蓋は、抽出可能な製品を備えられた内部
空間を取り囲む。該方法は、該交換可能なカプセルを保持するための収容器と、ある量の
流体、例えば水、を該交換可能なカプセルに供給するための流体供給デバイスと、作られ
た飲料をカプセルから排出させて、飲料を容器、例えばカップ、に供給するために、使用
中に該カプセルと流体連絡している出口装置とを備える器具をさらに用意する。該装置は
、流体を抽出可能な製品に供給して、飲料を作るために、該流体供給デバイスを該カプセ
ルの該入口領域と流体連絡させるように配置されている。
【０００３】
先行技術において、コーヒー分配器具における配置のために挽かれたコーヒーを含む密封
的に封止されたカプセルは、公知である。コーヒーを作る間に、そのような封止されたカ
プセルの入口領域は、穴が開けられ、その結果、カプセルの内部空間の挽かれたコーヒー
に、加圧下、流体を供給するために入口開口部が用意される。すると、これは、カプセル
の内部空間内の圧力を上昇させ、その結果、カプセルの出口領域は該器具に存在する蓋貫
通手段に対して押しつけられる。十分な圧力が印加されたとき、出口領域は、該蓋貫通手
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段に対して引き裂け、出口開口部を作り出し、該開口部を通って、コーヒー飲料が該器具
に存在する出口を通ってカプセルから排出することができる。使用中に、該出口は、コー
ヒー飲料が出口を通って排出し得るように、収容器の出口領域と流体連絡している。
【０００４】
上で説明されたシステムにおいて、流体の優先的な通路は、例えば少なくとも１の入口開
口部から少なくとも１の出口開口部へと、カプセル内の抽出可能な製品を通って流れ、こ
のことは、作られた飲料の所望されない濃さ及び／又は該作られた飲料の濃さにおけるカ
プセルごとの変化をもたらし得ることが見出されてきた。さらに、出口開口部は、流体の
圧力により形成されるので、出口開口部の数、位置及び／又はサイズは偶然、形成される
。
【０００５】
従って、代替のシステム、カプセル及び方法を提供することは、本発明の目的の一つであ
る。
【０００６】
それに加えて、第一の特徴に従うと、請求項１に記載のシステムが与えられる。
【０００７】
本発明に従うカプセルは、もし開口されなければ閉められている出口領域を通る少なくと
も１の開口部を与えるために配置されている開口要素を有する。この開口要素は、該収容
器又は出口装置に存在する代わりに、カプセル自身に存在していてもよい。該開口要素は
追加の特徴又は調整をカプセルに備え得る。該開口要素自身が出口領域を開口してもよい
。形成された少なくとも１の出口開口部を通って、該作られた飲料はカプセルから該出口
装置を通って容器へと排出し得る。カプセルに開口要素を備えることは、カプセルの内部
の流体の圧力に主に依存する代わりに、所定の数の出口開口部、各出口開口部の所定の位
置及び／又は所定のサイズの出口開口部を用意し得る。
【０００８】
本発明で、出口開口部の配置は、器具とは独立に予め決められ得る。出口開口部の数、位
置及び／又はサイズは、例えば抽出可能な製品のタイプ、抽出可能な製品の粒子サイズ、
飲料の所望される濃さ等に基づいて決定され得る。そのような抽出可能な製品を坦持する
カプセルは、出口開口部の、その所定の数、位置及び／又はサイズを与え得る１以上の開
口要素を含み得る。さらに、該開口要素は、カプセルの内部で上げられた圧力とは独立し
て又は部分的に独立して、出口開口部を形成し得る。複数の開口部が備えられ得る。
【０００９】
有利には、該カプセルは、周りの環境に対して密封されていてもよい。好ましくは、封入
は流体及び／又は空気を通さず、その結果、該抽出可能な製品は、使用前の相対的に長い
期間、好ましくはほとんど又は全く、香り又は抽出性を失うことなく、実質的にそのまま
であり得る。ちょうど使用の直前にだけ、又は使用の間、該開口要素が、飲料が該出口領
域を通って流動し得るように、作動されてもよい。
【００１０】
一つの実施態様において、該開口要素は例えば器具を操作する前に、手で作動されるよう
に配置されている。別の実施態様では、該開口要素は例えば操作の間に、該器具により作
動されるように配置されていてもよい。
【００１１】
一つの実施態様において、該出口領域は、カプセルの蓋に、及び／又は外周壁の一部に備
えられていてもよい。該出口領域は、該抽出可能な製品を保ちかつ飲料を排出するために
、出口フィルターをさらに備え得る。該入口領域は、カプセルの底及び／又は外周壁の一
部に備えられ得る。該入口は、加圧された流体が通過することを許し、抽出可能な製品を
保つために入口フィルターを備え得る。
【００１２】
一つの実施態様において、該開口要素は、出口フィルター及び／又は蓋とは独立していて
もよい。例えば、該開口要素は、出口領域を開口するように少なくとも部分的に動かされ
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得る。一つの実施態様において、該開口要素を少なくとも部分的に動かすことにより、出
口領域は部分的に裂けるか、パキッと折れるか、破れるか又は開き得る。さらなる実施態
様において、該器具は動く要素、例えば底貫通手段及び／又は収容器を有し得る。該開口
要素は、出口領域を開口するために底貫通手段及び／又は収容器の動きにより動かされて
もよい。
【００１３】
別の実施態様において、該開口要素は、出口領域フィルターに備えられたそれぞれの出口
開口部から少なくとも部分的に離れるように動かされるように配置されていてもよい。例
えば、該開口要素は、例えば、熱及び／又は流体に対する反応により少なくとも部分的に
変形されるように配置されていてもよい。
【００１４】
さらに別の実施態様において、該開口要素は、出口フィルター及び／又は蓋と一体化され
ていてもよい。再び別の実施態様において、該開口要素は、出口領域を通る開口部を与え
るために、流体供給デバイスからの流体により、少なくとも部分的に溶解及び／又は分解
されるように配置されていてもよい。例えば、可溶性及び／又は分解可能な物質を入れら
れた該出口開口部が、出口フィルターの中に及び／又は出口フィルターに対して備えられ
ていてもよい。流体を出口フィルターに供給することにより、該出口開口部は開けられ得
る。
【００１５】
一つの実施態様において、同じ開口要素は、特にほぼ同時に出口領域を通って流体をカプ
セルに、特に抽出可能な製品に供給するために入口領域を通って開口部を与えるように配
置されていてもよい。別の実施態様において、該開口要素は、第一及び第二の開口要素を
備え得る。使用中に、第一の開口要素は、入口領域を通る開口部を与え得るが、第二の開
口要素は、出口領域を通る開口部を与え得る。
【００１６】
カプセルは、堅い縁及び／又は堅い外周壁を備え得、該カプセルは、収容器により支持さ
れていてもよい。使用中に、該縁は、飲料をカプセルから排出する間に、カプセルを正し
い位置に保持するために、収容器と出口装置の間に押しつけられ得る。
【００１７】
一つの実施態様において、収容器は、代替のカプセルの底を貫通することを意図された底
貫通手段を備え、該カプセルの入口領域に少なくとも１の入口の開口部を作り、該少なく
とも１の入口の開口部を通して抽出可能な製品に流体を供給する。該システムのカプセル
は、該システムのカプセルの底が底貫通手段により貫通されずに、無傷のままであるよう
に、該底が、底貫通手段から離れて位置づけられるように配置されている。
【００１８】
さらなる実施態様において、収容器は、代替のカプセル中の流体及び／又は飲料の圧力の
影響下、蓋貫通手段に対して出口領域が、十分に押しつけられたとき、該代替のカプセル
の出口領域を貫通することを意図された蓋貫通手段を備え、その結果、少なくとも１の出
口開口部であってそれを通って飲料が該代替のカプセルから排出することができる開口部
が出口領域に作られる。好ましくは、該蓋貫通手段及び該システムの該カプセルは、使用
中に該蓋が、該蓋貫通手段により貫通されずに、無傷のままであるように互いに適合され
ている。
【００１９】
該システムの流体供給デバイスは、約４～２０バール、好ましくは５～１８バール、より
好ましくは６～１５バールの圧力下、交換可能なカプセルに流体を供給するように配置さ
れていてもよい。一つの実施態様において、適切な流体供給デバイスにおける６バールの
上昇の圧力がカプセルに供給される。例えば、抽出可能な製品はコーヒーの挽かれた粒子
を包含し得、該システムはエスプレッソ及び／又はコーヒータイプの飲料を製造するよう
に配置されていてもよい。
【００２０】
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第二の特徴に従うと、請求項２５に従う方法が提供される。
【００２１】
この方法において、出口領域を通る開口部を与える開口要素を備えるカプセルが使用され
、その後、作られた飲料は該カプセルから排出される。使用前は、出口領域は閉じられて
いてもよい。使用の間、又は使用の直前に、出口領域を通って開口部が作られるように開
口要素が作動される。次に、流体又は飲料は出口開口部を通ってカプセルから出口装置へ
、好ましくは容器例えばカップに、排出される。開口要素を、例えば押すこと、加熱する
こと、湿らせること、加圧すること、破ること、引き裂くこと等により作動することによ
り、
出口領域及び／又は入口領域が開口され得る。
【００２２】
本発明のさらなる実施態様及びその利点が、図面を参照して特許請求の範囲及び発明の詳
細な説明において述べられる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１ａ】飲料を作るための先行技術のシステムを断面の正面図において模式的に示す。
【図１ｂ】飲料を作るための先行技術のシステムを断面の正面図において模式的に示す。
【図１ｃ】飲料を作るための先行技術のシステムを断面の正面図において模式的に示す。
【図２】飲料を作るためのシステムを断面の正面図において模式的に示す。
【図３】カプセルを断面の正面図において模式的に示す。
【図４】別のカプセルを断面の正面図において模式的に示す。
【図５】さらに別のカプセルを断面の正面図において模式的に示す。
【図６】さらに別のカプセルの一部を断面の正面図において模式的に示す。
【図７】カプセル及び底貫通手段を断面の正面図において模式的に示す。
【図８】さらに別のカプセルを断面の正面図において模式的に示す。
【図９】さらに別のカプセルを断面の正面図において模式的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
本明細書において、同一及び対応する領域は同一又は対応する参照番号を有する。示され
た例示的な実施態様は、如何なる態様においても制限的であると解釈されるべきではなく
、単に例として役立つのみである。
【００２５】
図１ａ～１ｃは、抽出可能な製品を使用して摂取に適する所定量の飲料を作るための先行
技術のシステム１０１を示す。システム１０１は、交換可能なカプセル１０２と器具１０
４とを備える。器具１０４は、交換可能なカプセル１０２を保持するための収容器１０６
を備える。図１ａ～１ｃにおいて、カプセル１０２と収容器１０６との間に明確性のため
に隙間が描かれている。使用中に、カプセル１０２は収容器１０６と接触していてもよい
ことが理解されるだろう。一般に、収容器１０６は、カプセル１０２の形状に対して相補
的な形状を有する。器具１０４は、ある量の流体、例えば水、を例えば９バールの加圧下
で、交換可能なカプセル１０２に供給するための流体供給デバイス１０８をさらに備える
。さらに、出口装置１０９が、容器例えばカップにカプセル１０２から流体を与えるよう
に備えられていてもよい。
【００２６】
図１ａ～１ｃに示されたシステム１０１において、交換可能なカプセル１０２は、外周壁
１１０ｔｐ、該外周壁１１０を第一の端部１１４で閉じている底１１２と、該底１１２の
反対側の第二の端部１１８で該外周壁１１０を閉じている蓋１１６と、を備える。外周壁
１１０、底１１２及び蓋１１６は、抽出可能な製品２０を容れる内部空間１２０を取り囲
む。
【００２７】
図１ａ～１ｃのシステム１０１は、カプセル１０２を貫通することを意図された底貫通手
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段１２２を備える。図１ａは、引っ込められた位置における底貫通手段１２２を示す。図
１ｂは、底１１２に入口開口部１２４を作り、該開口部１２４を通して、抽出可能な製品
２０に流体を供給するための、延ばされた位置における底貫通手段１２２を示す。図１ａ
～１ｃにおいて、貫通手段１２２は穴１２６を備え、該開口部を通して流体が、内部空間
１２０に収容された抽出可能な製品２０に供給されることができる。図１ａ～１ｃのシス
テム１０１は、カプセル１０２の蓋１１６を貫通することを意図された蓋貫通手段１２８
（ここでは、突出部として具体化されている）をさらに含む。示された実施態様において
は、該蓋貫通手段１２８は、出口装置１０９の一部を形成してもよい。
【００２８】
図１ａ～１ｃに示されたシステム１０１は、一杯のコーヒーを作るために以下のように操
作され、ここで該抽出可能な製品２０は、煎られかつ挽かれたコーヒーである。
【００２９】
カプセル１０２は、収容器１０６の中に置かれる（図１ａを参照のこと）。入口開口部１
２４を作り出すように、底貫通手段が作動されて、カプセル１０２の底１１２を貫通する
（図１ｂを参照のこと）。流体、ここでは加圧下の熱湯、が入口開口部１２４を通って内
部空間１２０における抽出可能な製品２０に供給される。水はコーヒーの挽かれたものを
濡らし、所望される物質を抽出して、コーヒー飲料を形成する。
【００３０】
加圧下の水を内部空間１２０に供給する間に、カプセル１０２内部の圧力は上昇するだろ
う。圧力の上昇は、蓋１１６を変形させ、蓋貫通手段１２８に押しつけられるようにする
。ひとたび圧力があるレベルに到達すると、蓋１１６の引裂強度が越えられ、蓋は蓋貫通
手段１２８に対して破裂して、出口開口部１３０を作り出す（図１ｃを参照のこと）。作
られたコーヒーは、該出口開口部１３０及び出口装置１０９の出口１３２を通ってカプセ
ル１０２から排出し、容器、例えばカップ（図示されていない）に供給され得る。
【００３１】
図１ａ～１ｃに示されたシステム１０１において飲料を作る間、優先的な流れの通路はカ
プセル１０２の内部空間１２０の内部の抽出可能な製品２０の中に存在し得る。これらの
優先的な通路は、入口開口部１２４から出口開口部１３０に延在し得る。一つのそのよう
な可能性のある優先的な通路が図１ｃにおいて線ＰＰで示される。 
【００３２】
図２は、抽出可能な製品２０を使用して摂取に適する所定量の飲料を作るためのシステム
１の第一の実施態様の例を示す。システム１は、交換可能なカプセル２と、器具１０４と
を備える。カプセル２は開かれた状態にあり、該開口要素（図２においては図示されてい
ない）は、出口及び入口領域を開けるためにすでに作動されている。開口要素は以下にお
いて説明される。
【００３３】
器具１０４は、交換可能なカプセル２を保持するための収容器１０６を備える。この実施
例において、収容器１０６は、カプセル２の形状に対して相補的な形状を有する。図２に
おいて、カプセル２と収容器１０６との間に明確性のために隙間が描かれている。使用中
に、カプセル２は収容器１０６と接触していてもよいことが理解されるだろう。器具１０
４は、ある量の流体、例えば水、を加圧下で、交換可能なカプセル２に供給するための流
体供給デバイス１０８をさらに備える。 
【００３４】
図２に示されたシステム１において、交換可能なカプセル２は、外周壁１０と、該外周壁
１０を第一の端部１４で閉じている底１２と、底１２と反対の第二の端部１８で該外周壁
１０を閉じている蓋１６と、を備える。外周壁１０、底１２及び蓋１６は、抽出可能な製
品２０を容れる内部空間２０を取り囲む。この実施例において、交換可能なカプセル２は
、一回分の飲料、好ましくはカップ一杯の飲料、例えば３０～２００ｍｌの作られた飲料
を作るのに適切である、ある量の抽出可能な製品２０を含む。即ち、交換可能なカプセル
は、１回用の小分けにされたパックである。
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【００３５】
一つの実施態様に従うと、図２のシステム１は、図１ａ～１ｃに示された先行技術のカプ
セル１０２を貫通することを意図された底貫通手段１２２を備える。図２は、先行技術の
カプセル１０２の底１１２に入口の開口部１２４を作ることを意図された、延ばされた位
置における底貫通手段を示す。さらなる実施態様に従うと、カプセル２は、底貫通手段が
延ばされた位置に至らせられたときカプセル２が底貫通手段１２２により貫通されず、底
１２が無傷のままであるように、底貫通手段１２から離れて配置されている入口フィルタ
ー３４を備える。従って、入口フィルター３４は、入口領域を用意する。入口フィルター
は、以下に説明されるように、入口開口要素を作動させることにより形成され得る入口開
口部２４を備えられている。
【００３６】
図２において、貫通手段１２２は、穴１２６を備え、該穴を通って流体が収容器１０６の
内部空間に供給される。流体は、本明細書においては例えば６バール超の圧力下の湯であ
り、入口フィルター３４を通ってカプセル２の内部空間２０の中へと流れ、所望される物
質を抽出可能な製品２０、この実施例では約７グラムの、煎られかつ挽かれたコーヒー、
から抽出し、この実施例では、一杯のカップの飲料、ここではコーヒー、を作る。
【００３７】
即ち、より一般的には、図２の実施例では、底１２は、入口フィルター３４により形成さ
れた入口領域を備え、システム１は飲料を作るために、抽出可能な製品２０に流体を供給
するために流体供給デバイス１０８が入口領域と流体連絡させるように配置されている。
【００３８】
図２の実施例において、外周壁１０は、実質的に堅い。外周壁は、例えばプラスチック物
質を含み得、そして例えば射出成型、真空成型、熱成形等により成形され得る。図２の実
施例において、底１２は外周壁１０と一体である。この実施例において、入口フィルター
３４は、底１２の複数の入口の開口部２４により形成され、即ち入口領域を形成する。こ
の実施例において複数の入口の開口部２４は底１２の実質的に全体にわたって分布されて
いる。示された実施態様において、流体は、複数の入口の開口部２４を介して抽出可能な
製品２０に供給され、そのことは、抽出可能な製品２０がカプセル２の実質的に断面全体
にわたって濡らされるようにする。従って、抽出可能な製品２０への非常に均一な流体の
供給が得られる。即ち、抽出可能な製品２０を通って流体が流れる優先的な通路の発生の
リスクが大きく低下される。別の実施態様においては、追加の開口部２４が外周壁１０に
、好ましくは底１２の近くに備えられていてもよく、その結果、入口領域が底１２に沿っ
てかつ外周壁１０に沿って備えられていてもよい。
【００３９】
上記の実施態様に追加して又はそれとは別に使用され得るさらなる実施態様において、少
なくとも１の出口の開口部１３０を作り、該開口部を通って先行技術のカプセル１０２か
ら飲料が排出することができるように、図２のシステム１は、カプセル１０２中の流体及
び／又は飲料の圧力の影響下で、蓋１１６が蓋貫通手段１２８に対して十分に押しつけら
れたとき、先行技術のカプセル１０２の蓋１１６を貫通することを意図された蓋貫通手段
１２８を備える。本発明の実施態様に従うと、カプセル２は、開口部であって該開口部を
通って飲料がカプセル２から排出することができる出口開口部３０を備える出口フィルタ
ー３６を備える。下記において説明されるように、カプセルは使用の前又は間に、これら
の出口開口部３０を開けるための出口開口要素を備えられていてもよい。出口フィルター
３６が、カプセル２内の圧力の影響下で、蓋貫通手段１２８により貫通されない十分に高
い引裂強さを有するように配置されていてもよい。あるいは又は追加的に、出口フィルタ
ー３６はカプセル２を出る飲料に対して十分に低い流動抵抗を形成し、出口フィルター３
６は、蓋貫通手段１２８により貫通されるのに十分な力で蓋貫通手段１２８に対して押し
つけられず、蓋は無傷のままである。従って、出口フィルター３６は、使用中のカプセル
２が蓋貫通手段１２８により貫通されず、蓋１６は無傷であるように、蓋貫通手段１２８
に対して適合されている。より一般的には、出口フィルター３６及び蓋貫通手段１２８は
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、カプセル２が使用中に蓋貫通手段１２８により貫通されず、蓋１６は無傷であるように
互いに適合されている。
【００４０】
図２に実施例において、そこを通して飲料、ここではコーヒー、がカプセルから排出する
ことのできるカプセル２の出口領域を形成する出口フィルター３６は多孔質のシート、例
えばフィルターペーパーにより形成される。この実施例において、蓋全体１６が出口フィ
ルター３６として形成されている。図２の実施例において、カプセル２は第二の端部１８
において外向きに延在している縁３８を備え、該蓋１６は該外向きに延在する縁３８に例
えば糊づけ、溶接などにより付着されている。従って、この実施例において、出口フィル
ター３６即ち多孔質シートは、外向きに延在する縁３８に付着されている。
【００４１】
この実施例において、出口フィルター３６は、カプセル２の第二の開放末端１８の実質的
に全体に広がる実質的に連続している流体－透過性のシートを形成する。即ち、流体は広
い領域にわたって、カプセル２から排出することができる。従って、抽出可能な製品２０
から非常に均一な飲料の流出物が得られる。即ち、抽出可能な製品２０を通って流体が流
れる優先的な通路の発生のリスクが大きく低下される。
【００４２】
一つの実施態様において、システム１のカプセル２の出口フィルター３６のパラメーター
は、出口フィルターが裂けたり又は破れたりせず、例えば貫通されたり引裂かれたりしな
いよう十分に高い引裂強度を有し及び／又は十分に低い流動抵抗を形成するように選択さ
れることができる。蓋及び／又は出口フィルター３６は破れたり、裂けたりしないが、蓋
貫通手段に相対的に変形し得ることが理解されるであろう。出口フィルター３６が例えば
濾すための紙で作られているとき、該濾すための紙のパラメーター、例えば密度、厚さ及
び／又はＰＥ-含有量、は、十分に高い引裂強度を有する及び／又は十分に低い流動抵抗
を形成する出口フィルター３６を与えるように容易に選択されることができる。あるいは
、出口フィルター３６が、複数の出口の開口部を備えられたポリマー状のフィルムにより
例えば形成されているとき、該ポリマー状の箔のパラメーター、例えば密度、厚さ、出口
の開口部の数、出口の開口部のサイズ及び／又は形状は、十分に高い引裂強度を有する及
び／又は十分に低い流動抵抗を形成する第三の壁を与えるように容易に選択されることが
できる。
【００４３】
図２の実施例において、蓋貫通手段１２８は、蓋を貫通することを意図された鋭い歯をつ
けられた点を有することが示されている。あるいは、蓋貫通手段１２８は、例えば図２に
おいて破線で示されているように鈍い貫通するための表面を有していてもよい。それにも
かかわらず、そのような実施態様では、先行技術のカプセル１０２は、例えば蓋１１６が
アルミニウム箔のシートからなるときは、鈍い貫通手段１２８により貫通される。本発明
の実施態様に従うシステム１のカプセル２の出口フィルター３６のパラメーターは、貫通
されたり又は引裂かれたりしないように、十分に高い引裂強度を有する及び／又は、十分
に低い流動抵抗を形成するように選択されることができる。蓋貫通手段が鈍いときは、出
口フィルターのパラメーターはこれらの鈍い貫通手段に合わせるように選択され得ること
が理解される。貫通手段が鈍いとき、出口フィルターは、例えば蓋貫通手段が鋭いときよ
り、例えばより薄くてもよいが、出口フィルターが貫通されない又は引裂かれないように
、十分に高い引裂強度を有する及び／又は十分に低い流動抵抗を形成することを保証する
。
【００４４】
蓋貫通手段は、使用中に蓋が当接するリッジを備える。そのようなリッジは、図２におい
て破線で示されたように、鈍い貫通手段１２８により形成され得る。リッジは、第二の開
放端部１８の上に重なっている蓋１６の表面の領域の部分と使用中は一致している収容器
１０６の表面の部分の例えば少なくとも１０％、おそらく少なくとも２５％を形成してい
てもよい。従って、使用中、蓋１６は、第二の開放端部１８の上に重なっている蓋１６の



(11) JP 2015-110012 A 2015.6.18

10

20

30

40

50

表面積の部分の、例えば少なくとも１０％、好ましくは少なくとも２５％にわたって、リ
ッジにより支えられていてもよい。既に示されたように、先行技術のカプセル１０２の蓋
１１６は、そのようなリッジによって貫通されていてもよいが、本発明に従うシステム１
のカプセル２の出口フィルター３６のパラメーターは、出口フィルター３６が、貫通され
ない又は引裂かれないように、十分に高い引裂強度を有する及び／又は、十分に低い流動
抵抗を形成するように容易に選択され得る。蓋貫通手段がリッジを備えるとき、出口フィ
ルターのパラメーターは、そのような蓋貫通手段に適合するように選択され得ることが理
解される。
【００４５】
図２の実施例において、リッジは、鋭くはない端部を備える。この実施例において、端部
の曲率半径は、約５０μｍであるが、他の半径、例えば１００、２００、又は５００μｍ
が想定され得る。それにもかかわらず、先行技術のカプセル１０２は、蓋１１６がアルミ
ニウムの箔からなるときは、鈍い貫通手段１２８により貫通されてもよい。蓋貫通手段が
鋭利ではない端部を備えるときは、出口フィルター３６のパラメーターはそのような貫通
手段に適合するように選択されることが理解されるであろう。本発明の一つの実施態様に
従うシステム１のカプセル２の出口フィルター３６のパラメーターは、貫通されない又は
引裂かれないように、十分に高い引裂強度を有する及び／又は、十分に低い流動抵抗を形
成するように選択されることができる。
【００４６】
蓋貫通手段１２８のリッジは、蓋１６が当接する凸型の頂部を有することもまた可能であ
る。従って、使用中に蓋１６がリッジに押しつけられているとき、リッジにより支えられ
ている蓋の上の表面積が増加し、即ち、リッジにより蓋の上にかけられる局所圧力を減少
させる。即ち、使用中に、蓋１２が引裂かれない及び／又は破れないで、無傷のままでい
ることを容易な態様で与えることが可能である。
【００４７】
カプセル２が収容器１０６に配置される前、カプセル２は封印されていてもよく、抽出可
能な製品２０は飲料を作るまで元のままであり得る。カプセル２が収容器１０６に置かれ
る前は、カプセル２は封印されていてもよく、その結果、抽出可能な製品２０は飲料の調
製まで元のままであり得る。図３に示されるように、カプセル２は、作られた飲料を排出
するための出口領域を通る開口部３０を与えるように配置された出口開口要素を備え得る
。開ける前に、開口要素は出口領域を閉じている。該開口要素はシール４０を備え得る。
シール４０を外すことにより、フィルター３６の開口部３０は露出され、飲料は底を通っ
て排出し得る。シール４０は、カプセル２を収容器１０６に入れる前に手で外され得る。
シール４０は、シール４０を外すために指の間に挟むためのリップ４２を備えられていて
もよい。シール４０は、出口フィルター３６及び／又は縁３８とは別の独立した部品、即
ち出口フィルター３６及び／又は縁３８から独立して形成された部品を形成し得る。シー
ル４０は、キャップ、箔又はシート等を備え得、そして例えば紙、プラスチック及び／又
は金属箔から作られ得る。シール４０は、任意の適切な方法、例えば溶接又は糊づけなど
によりカプセル２に、特にリム３８に付着され得る。
【００４８】
示されるように、入口領域開口要素は、もし開けられていなければ閉じられている入口領
域を通ってカプセル２に流体を供給するために入口領域を通る開口部を与えるために備え
られていてもよい。該入口領域開口要素は、第二のシール４４を備えられていてもよい。
第二のシール４４を外すことにより、例えば第二のリップ４６によりそれを引っ張ること
により、入口フィルター３４の入口開口部２４は露出される。入口シール４４は、出口シ
ール４０と同じ性質を有していてもよい。一つの実施態様において、入口及び出口シール
４４、４０は互いに接続されていても、及び／又は一緒に一つのシールを形成していても
よい。
【００４９】
別の実施態様において、カプセル１は、該出口領域及び／又は入口領域それぞれを通る開
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口部を与えるために手で押されなければならない又は引裂かれなければならない出口領域
開口要素及び／又は入口領域開口要素を有し得る（図４を参照のこと）。そのような開口
要素は、シート４８、５０をそれぞれ備え得る。例えば、それぞれのシート４８、５０を
押す又は局所的に引裂くことにより、それぞれの開口部３０、２４は露出され、流体及び
飲料はカプセル２に流れこみ得、流れ出し得る。例えば、出口フィルター３６及び／又は
入口フィルター３４は、引裂かれないために、及び／又はそれぞれの開口要素と一緒に押
しぬかれないために相対的に強い材料及び／又は厚い材料から作られ得る。例えば、出口
フィルター３６及び／又は入口フィルター３４は、金属及び／又は強化された紙及び／又
はプラスチックを備え得る。フィルター３４、３６は、例えばそれぞれシート５０、４８
より相対的に厚くてもよい。
【００５０】
別の実施態様において、開口要素は包装体５２（図５）を備えていてもよい。包装体５２
は、底１２、外周壁１０及び蓋１６を取り囲み、かつ封止する、周囲の箔、シール、紙な
どにより形成されていてもよい。該包装体５２は、抽出可能な製品２０が元のままである
ように、フィルター３４３６を封止し得る。使用前に、包装体５２は、抽出可能な製品２
０を抽出するために外されなければならない。縁３８はカプセル２の外周壁１０及び／又
は蓋１６に結合されていてもよい。別の、再使用可能な縁３８が独立して備えられていて
もよく、ここで、該独立した縁は使用前は使い捨て可能なカプセル５２に接続されており
、使用後、それが再使用され得るように外されてもよい。別の実施態様においては、全て
のカプセル２は縁３８を備えられていてもよく、ここで縁３８を含むカプセル２の全体が
使い捨て可能である。
【００５１】
一つの実施態様において、好ましくは少なくとも部分的にカプセルに接続されている間に
、出口及び／又は入口領域それぞれを通る開口部３０，２４を与えるために、開口要素は
、出口領域及び／又は入口領域に相対的に少なくとも部分的に動かされるように配置され
ている。図６において、出口領域のための開口要素が示されている。同様に、開口要素は
入口領域のためにも用意され得る。例えば、カプセル２は、熱の手段により作動される開
口要素を備えていてもよい。加熱された水が該開口要素と接触するとき、該開口要素は少
なくとも部分的に動いて、それぞれの出口又は入口開口部３０，２４を暴露する。例えば
、該開口要素は、熱の影響下で、即ちその温度がある閾温度より上に上昇したとき、変形
するように配置された形状記憶合金及び／又はバイメタルの細片５４を備え得る。
【００５２】
さらなる実施態様において、該開口要素は、流体及び／又は特定の量の湿気と反応する物
質を含む要素を例えば備え得る。例えば、該要素がある量の流体と接触したとき、該物質
は相対的に弱くなり、従って変形し、その結果、出口及び／又は入口領域が開けられ、又
は該要素が供給された流体の影響下で弱くなり、その後それが圧力をかけられた流体の圧
力により及び／又は抽出可能な製品２０の動きにより動かされ得る又は変形され得る。
【００５３】
別の実施態様において、該開口要素は、局所的に乾燥された及び／又は圧力をかけられた
抽出可能な製品２０、例えば粒子を含み得る。局所的に乾燥された及び／又は圧力をかけ
られた抽出可能な製品２０は、内部空間における抽出可能な製品２０の残りが実質的に元
のままであるように、出口及び／又は入口開口部２４、３０を塞ぎ得る。局所的に乾燥さ
れた及び／又は圧力をかけられた物質は、弱くなり得るか又は流体の影響下でバラバラに
なり得、該流体は開口部２４、３０を通って流れ得、抽出可能な製品２０から風味を抽出
する。
【００５４】
さらなる実施態様において、該開口要素及び該器具は、出口及び／又は入口領域を通る開
口部を与えるために開口要素を器具が動かすように配置されている。該器具の動く部分は
、例えば底貫通手段１２２及び／又は容器１０６又はさもなければ器具１０４のカプセル
２の当接する部分であってもよい。
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【００５５】
一つの実施態様において、該開口要素は、入口及び／又は出口領域を開けるための開口要
素を備える。該開口要素は１の一体的な部品を備えていてもよい。また、複数の開口要素
が例えば少なくとも１が入口領域に、そして少なくとも１が出口領域に用意され得、該複
数の開口要素は接続されていてもよい。該開口要素は、底貫通手段１２２により作動され
得る。例えば、使用の間に、底貫通手段１２２が入口領域から離れるように及び／又は出
口領域の方へと該開口要素を押してもよい（図７）。該開口要素を入口領域から離れるよ
うに押すことにより、少なくとも１の開口部２４が入口領域に用意され得る。例えば、該
開口要素は、底から外されてもよく、又はその嵌合から押し出されてもよい。さらなる実
施態様において、出口領域もまた同じ押す動作により開けられる。図７において示される
ように、該開口要素５５は出口領域を該押す動作により貫通し得、その結果、１以上の出
口開口部３０が用意され得る。別の実施態様において、カプセル２が収容器１０６に入れ
られる前に、類似の開口要素が手で押され得、又はさもなければ手で作動されてもよい。
【００５６】
別の実施態様において（図示されていない）カプセル２は一体的な開口要素を備えられて
いる。システム１は、カプセル２を収容器１０６に入れた後、該収容器１０６が出口装置
１０９の方へ動かされ、その結果、縁３８が、収容器１０６と出口装置１０９の間に固定
され得るように配置され得る。収容器１０６をカプセル２で出口装置１０９の方向に動か
すことにより、該器具はカプセル２の局所的な部分を変形させ得、該変形は出口領域及び
／又は入口領域を通る、カプセル２の局所的な引裂け及び／又は破損を起こし得る。ここ
で、該開口要素は、カプセル２において、例えば蓋及び／又は底において及び／又はその
近傍において、一体的に形成されていてもよい。例えば、該開口要素は、収容器１０６及
び出口装置１０９が縁を押す間に、互いに動いている間に、応力下に置かれた１以上の突
出部を備え得る。縁３８は、縁３８を押す又は縁３８を固定することにより、該突出部は
応力下に置かれ、蓋及び／又は底は例えば突出部の近傍又は突出部における切り込みにお
いて局所的に破損するように配置されていてもよい。
【００５７】
さらなる実施態様において、カバー６０，６２がそれぞれ出口領域及び／又は入口領域を
封止するために配置され得る（図８）。例えば、複数のカバーがそれぞれが、出口開口部
３０及び入口開口部２４を覆ってもよい。流体をカプセル２に供給するとき、それが収容
器１０６に入れられるときに、カバーは水圧によりそれぞれの開口部３０，２４から外さ
れ得る。従って、入口及び出口領域は開けられ、流体及び飲料が開口部３０、２４を通っ
て流れ得る。
【００５８】
再び、さらなる実施態様において、該開口要素は、例えば流体及び／又は加圧された流体
に少なくとも部分的に可溶性であり得る。図９において、各開口部２４、３０を塞ぐよう
に配置された溶ける開口要素６２，６４が示されている。流体がカプセル２に供給された
とき、可溶性の開口要素６２，６４は溶解して、流体及び／又は飲料の通過を許す。可溶
性の開口要素６２，６４は開口部２４，３０において及び／又は開口部２４、３０の中に
配置され、好ましくは開口部２４、３０を封止する。
【００５９】
一つの実施態様において、出口領域を通る開口部を与えるための開口要素を有することに
加えて、カプセル１０２はそれが底貫通手段１２６により及び／又は蓋貫通手段１２８に
より貫通されるように配置され得る。例えば該開口要素は、該出口領域を通る開口部を与
えるように配置されていてもよく、底１２は該底貫通手段１２６により貫通されるように
配置されている。
【００６０】
上記の記載において、封止すること又は「閉じること」は、開口部を実質的に気密性に封
止すること又は抽出可能な製品２０であるように少なくともカプセル２を封止することと
理解され得る。
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上記において、抽出可能な製品２０は、抽出可能なコーヒー又は茶製品、例えば煎られか
つ挽かれた及び／又は切断されたコーヒー豆、乾燥及び／又は切断された茶葉を包含し得
る。該抽出可能な製品２０は、チョコ－レート抽出物、ミルク粉末、又は任意の他の適切
な抽出可能な製品２０を包含し得る。抽出可能な製品２０は、さらに上記の製品の任意の
混合物及び／又は互いの上に及び／又は互いの間に層で置かれた上記の製品の任意のもの
をさらに含むことができる。また、流体に風味を追加するための化学製品もまた抽出可能
な製品２０に含まれ得る。該抽出可能な製品２０は、カプセル２に嵌合するように圧縮さ
れてもよい。飲料を得るために抽出可能な製品２０に添加される流体は、熱湯又は冷水、
ミルクを例えば包含し得る。得られた飲料は中でもコーヒー飲料、茶飲料、チョコレート
飲料又は他の飲料を包含し得る。
【００６２】
カプセル２の物質は、セルロース、紙、綿、及び／又は澱粉をベースとする製品を包含し
得る。例えばカプセル４の物質は、生分解性の物質を包含し得る。別の実施態様において
、カプセル４の物質は、プラスチックを含み得る。底１２及び蓋１４は入口及び出口フィ
ルター３４、３６をそれぞれ備え得る。カプセル４は、例えば射出成型、真空成型、熱成
形、圧縮成形等により成形され得る。上の記載において、一体的に成形された、はカプセ
ル２のそれぞれの部品が、一つの工程で、ほぼ同時に成形されることを含むと理解され得
る。例えばそれぞれの部品は同じ型で成型され得る。別の実施態様において、種々部品が
熱封止、糊づけ又は溶接され得、カプセル２を形成し得る。
【００６３】
フィルター３４、３６の少なくとも１は、多孔質の流体透過性のシートを備え得る。フィ
ルター３４、３６の少なくとも１はフィルターペーパー及び／又はポリエチレン（ＰＥ）
繊維を含み得る。実質的に底１２及び／又は蓋１４の全体の表面、少なくとも、外周壁１
０の内部において延在する部分は、流体透過性であってもよい。特定の圧力、例えば少な
くとも６バールの圧力、の下で水が供給されるとき、フィルター３４、３６もまた透過性
にされ得る。例えば、より低い圧力において、流体は３４、３６を通って流れない。フィ
ルター３４、３６の少なくとも１は柔軟性であってもよい。フィルター３４、３６はポリ
マー箔を備え得る。
【００６４】
本発明は如何なる方法においても詳細な説明及び図面において示された実施態様に制限さ
れないことは明らかである。たくさんの変形及び組み合わせが特許請求の範囲により概略
を示される本発明の枠組み内で可能である。複数の実施態様の１以上の特徴の組み合わせ
又は異なる実施態様の組み合わせが本発明の枠組み内で可能である。すべての比較可能な
変形は、特許請求の範囲により概略が示された本発明の枠組み内に該当すると理解された
い。
【符号の説明】
【００６５】
　２：カプセル
１２：底
１６：蓋
２４：入口開口部
３８：縁
４０：シール
４２：リップ
４４：シール
４６：リップ
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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